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           内         訳 

 区     分 単   価 個   数   金     額 調 査 印 

     円     個   

 ※印の欄は、申請者において記入してください。ただし、申請書に直接本書を添付 

するときはその記入を省略することができます。 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



 

基準器検査規則第２条第１項に定める計量器の検査 
 

（この表において「法」とは計量法〔平成４年法律第５１号〕をいう。） 

計 量 器 の 検 査 基準器検査を受けることができる者 

定期検査 都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関 

法第４３条の規定による届出製造事業者の検査 届出製造事業者 

法第４７条の規定による届出製造事業者又は届出修

理事業者の検査 
届出製造事業者又は届出修理事業者 

法第６０条第２項第２号（法第６９条第１項で準用

する場合を含む。）の規定による特殊容器の検査 
特殊容器の指定製造者（指定外国製造者を含む。） 

検定 

都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所

（以下「研究所」という。）、日本電気計器検定所又は

指定検定機関 

変成器付電気計器検査 研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関 

装置検査 都道府県知事 

法第９５条第２項（法第１０１条第３項で準用する

場合を含む。）の規定による指定製造事業者の検査 

指定製造事業者（指定外国製造事業者及び法第１０１条

第１項の申請をしようとする外国製造事業者を含む。） 

都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う基準器

検査 
研究所、都道府県知事又は日本電気計器検定所 

計量証明検査 都道府県知事又は指定計量証明検査機関 

法第１５１条第１項、法第１５２条第１項、法第１

５３条第１項、法第１５４条第１項及び同条第２項

の規定による特定計量器の検査 

都道府県知事、研究所、日本電気計器検定所又は特定市

町村の長 

法第１９条第２項、法第２５条第１項、法第１１６

条第２項、法第１２０条第１項及び法第１２８条第

１号の規定による計量士が行う検査 

計量士 

 
 




